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高圧ガス保安法における「特定認定高度保安実施者」に認定

経営・決算 ESGの取り組み その他

2026年01月19日

　クラサスケミカル株式会社（代表取締役社長 福田 浩嗣）は、経産省の定める認

定高度保安実施者制度において、1月15日付で大分コンビナートが特定認定高度保

安実施者（通称：A認定）として認定されたことをお知らせいたします。

　特定認定高度保安実施者とは、高圧ガス保安法に基づき、経済産業大臣から認

定される「認定高度保安実施者」のうち、さらに高度なリスク管理を実施してい

ると認められた事業者に付与されるものです。この認定取得により、最長8年の連

続運転が可能となるほか、保安検査についても当社自らが方法を策定・実施する

ことが可能となりました。

　当社は、今後も「明日のくらしを化学で支える」ために、保安レベルのさらな

る向上を目指し、安全・安定・安心運転を継続してまいります。
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